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Ｊリート� Ｊリート以外� Ｊリート以外のうち、リファイナンス又は転売されたもの� 件数（件）�

資料：国土交通省「不動産証券化の実態調査」 
 

注１：ここでは、不動産流動化の全体的なボリュームを把握する観点から、証券を発行したもの（狭義の  
証券化）に限定せず、借入れ等により資金調達を行ったもの（広義の証券化）も対象としている。 

注２：「Jリート以外のうち、リファイナンス又は転売されたもの」 
Jリート以外での信託受益権の証券化のうち、リファイナンス又は転売との報告等があった物件の資
産額である。そのため、実際の額はこれより大きい可能性がある。なお、平成14年度以前について
はこの項目は調査していない。 

注３： Jリートについては、投資法人を１件としている。 
注４：内訳については四捨五入をしているため総額とは一致しない。 
注５：平成18年度分の値は速報値。平成17年度分は、TMKの発行実績等を基に再集計。 
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資料：国土交通省「平成17年度不動産証券化市場の拡大とその影響に関する調査」 
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注１：スキーム不明の約500億円を含まないため平成９～18年の各年度証券化実績の単純累計値とは不突合がある。 
注２：平成18年度分の内訳は速報値。 
注３：ＴＭＫには旧ＴＭＫ法（旧特定目的会社法）上のＳＰＣを含む。 
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（図表１）人口の将来動向� （図表２）2000年を軸とした社会の動き�

（図表３）不動産証券化の実績の推移�

（図表４）スキーム別  不動産証券化の実績�

（図表５）不動産証券化の用途別の実績の推移�

（図表６）Jリート保有物件の推移�

（本文９ページ）
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群馬県渋川市にある伊香保
い か ほ

温泉では、毎年３月桃の節句に、子供がひなに扮する「石

段ひなまつり」が行われる。装束に身を包み薄化粧した子供たちが、緋
ひ

毛
もう

氈
せん

を敷いた

石段に並ぶ。

伊香保温泉は、万葉集の歌にも詠まれるほど、古くからの名湯として知られる。温

泉街が形成されたのは戦国時代。長篠の戦いで負傷した武田兵の療養場所として整備

されたという。現在温泉街に残る石段もこのときにつくられたもの。明治初頭、ドイ

ツ人医師エルウィン・フォン・ベルツによって温泉保養地として広く紹介され、日本駐

在の外国人の避暑地として愛された。また竹久夢二、夏目漱石、野口雨情など多くの

文人も訪れている。

＊ご意見募集中

広報委員会では、月刊不動産を充実した内容にす
るため、会員の皆さまから、本誌に対するご意見を募集
しております。
貴社名、ご氏名、所在地、電話番号を明記のうえ、郵

便またはFAXにてお願いします。

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館

（社）全日本不動産協会　広報委員会宛

�03-3239-2198

�表紙写真

群馬県　石段ひなまつり

4. 【特集1】

中小企業における事業承継の現状と対策
9. 【特集2】

2007年度 不動産業界ダイジェスト総集編
14. 不動産ニュービジネス最前線
「リノベーションで価値向上 蘇る中古マンション」

グローバルベイス㈱

16. 税務相談「『贈与税の配偶者控除』について」
17. 賃貸相談「連絡の取れない借家人への解除手続」
18. 法律相談「排除された業者の損害賠償請求」

19. お知らせ
20. 地方本部の動き　長崎県本部
21. 保証だより／弁済委員会審査結果
22. 地方本部活動
24. １月新入会者名簿
25. １月会の活動及び各種会議の要旨
26. １月の事務局日誌
27. 全日共済会からのお知らせ／手付金保証制度
28. マンスリーコラム
「『ＧＳ藤沢』建替決議を可決」
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中小企業における事業承継の
現状と対策

税理士法人タクトコンサルティング

代表社員 税理士 玉越 賢治

中小企業白書2007年版によれば、我が国の中小企業（個人事業者＋法人）数は約433万社、

企業数に占める割合は約99.7％、企業の雇用に占める割合は約71.0％となっている。一方、

総務省の調査によれば、我が国における企業数（個人企業＋会社企業）は1986年の約535万社

をピークに減少の一途をたどっており、2004年には434万社と、100万社以上減少している。

中小企業白書2006年版によると、年間約29万社の企業が廃業しており、その約４分の１に当

たる７万社は「後継者がいない」ことを理由とする廃業であると推定されている。従業員を

加えると毎年20万～30万人の雇用が喪失していることになる。

後述する「事業承継ガイドライン」で紹介するように、代表者の平均年齢は1982年に52.58

歳だったものが2004年には58.50歳へと上昇している。後継者を既に決めている企業は約43％

にとどまっており、20年以上前の事業承継では親族内承継が93.6％（子息・子女79.7％、その

他の親族13.9％）だったものが、最近４年以内の事業承継では62％（子息・子女41.6％、その

他の親族20.4％）へと激減している。中小企業経営者自身が考える引退予想年齢の平均が約67

歳であるという調査結果も踏まえてみれば、過半の中小企業が、今後10年程度の間にはこの

事業承継問題の対応を迫られることになる。

このような状況下において、中小企業庁は「事業の

発展と長期の安定的成長を図る観点から、中小企業に

とって経営の大きな転換期となる事業承継に向けて積

極的に対処し、その円滑な実現を図るために必要な、

制度的環境、支援体制の在り方について検討するた

め」、財務課長の私的研究会として平成16年12月に

「事業承継関連法制等研究会」を立ち上げた。

「事業承継関連法制等研究会」は平成17年４月に中

間報告を発表して解散したが、平成17年10月、事務局

を独立行政法人中小企業基盤整備機構に移して「事業

承継協議会」が発足した。

「事業承継協議会」は「中小企業における事業承継

の重要性を再認識し、その円滑化のために必要な取組

の総合的検討及び実施を目的として設立」し、事業承

継ガイドライン検討委員会、事業承継関連会社法制等

�　中小企業の事業承継をめぐる動き
～事業承継協議会の活動～
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検討委員会、事業承継関連相続法制検討委員会、事業

承継将来像検討委員会の４委員会が設置され、前３者

は平成18年6月に、事業承継将来像検討委員会は平成

18年10月に、それぞれ中間報告を発表した。

「事業承継協議会」は、更に平成19年２月に事業承

継税制検討委員会と相続関連事業承継法制等検討委員

会を設置し、それぞれ平成19年６月に中間報告を発表

した。この中間報告が、今般の「事業承継税制」

（H19.12.13付「平成20年度税制改正大綱」及びH20.

１.11閣議決定の「平成20年度税制改正の要綱」）及び

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」

（H20.２.５公表。以下「経営承継円滑化法」という）

の公表へとつながっていくのである。

「事業承継協議会」から発表されたこれら中間報告

は「事業承継協議会」のHPで、「経営承継円滑化法」

は中小企業庁のＨＰで入手することができるが、本稿

は、事業承継ガイドライン、事業承継税制、経営承継

円滑化法の概要を解説することにより、本誌会員にお

ける円滑な事業承継のための参考にしていただければ

と考える。なお、文中意見にわたる部分は執筆者の私

見であることをお断りしておく。

（参考）

● 事業承継協議会：
http://www.jcbshp.com/

● 経営承継円滑化法：
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html

国税庁発表によれば資本金１億円未満の企業の約

95％が同族会社であり、平成18年6月に発表された

「事業承継ガイドライン（以下「ガイドライン」とい

う）によれば、減ったとはいえ、親族内承継が約６割

強を占めている。

その理由としては、①親族以外に後継者が見当たら

ない、②社長の個人財産を事業に提供していたり、金

融機関借入れの個人保証をしていたりするため、一族

の財産が企業経営に組み込まれており、構造的に後継

者は親族内から選択せざるを得ないことが挙げられる。

中小企業においては、株式が同族の中で保持されて

いて、所有と経営が一致しているのが通常である。し

かし、親族のうちの一人を後継者とすることができた

としても、均分相続や遺留分など他の相続人の権利に

より、株式が親族内で分散せざるを得ない場合が出て

くる。他の相続人への株式分散を防ごうとするならば、

現金等の多額の個人資産を用意してそれを株式の代わ

りに相続させることが必要となるが、現経営者がその

ような金融資産を保有していないケースも多い。

事業承継に向けた計画的準備がなされていないこと

も事実である。事業承継の事前取り組みに関する調査

で「特別なことはしなかった」とする回答が３割強を

占めており、事業承継の重要性を十分認識していなか

ったり、重要性には気付いても具体策は取っていない

といった理由が挙げられる。後継者を既に決めている

経営者に対するアンケートでも、「事業承継について

十分に準備している」企業は２割弱にとどまっており、

６割以上の企業が事業承継に関する準備について十分

な取り組みは行っておらず、何ら具体的対策を採って

いない企業も15％存在する。

事業承継は目の前に発生している問題ではなく、将

来に発生する「可能性のある」問題にすぎない。目に

見えた利益を即座に生むわけでもない問題について

は、対処が後回しになってしまうのも無理からぬこと

である。現経営者が事業承継問題に積極的に取り組む

だけのきっかけや動機が欠如している。

「社長の死」を想起させるような話題を家族内で正

面から取り上げることは憚
はばか

られるし、他人ましてや従

業員から切り出せるような話の類
たぐい

でもない。取引先の

事業承継に関心のある金融機関等の債権者にしても、

積極的に事業承継計画の策定を求めることはなく、企

業経営者等からの相談があれば応ずるといった受動的

対応にとどまっていることが多かった。

どの側面から見ても、事業承継問題は先延ばしされ

てきたというのが現状である。

前述の経営者の平均年齢である60歳前後から生存率

のカーブは大きく下落をし始めるが、後継者の教育、

資本政策、家庭内の相続等一朝一夕に済む話ではない。

事業承継計画の実行までには十分な準備時間を取っ

て、着実に進めていくことが必要である。事業承継に

2. 事業承継ガイドライン
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関する事前の取り組みの有無によって、事業承継が

「成功」する割合が高くなり、その後の会社の従業員

成長率にも差が出ている。

現行の法制度の下でも様々な方策が準備されてい

る。平成18年５月施行の「会社法」によって活用幅が

広がった種類株式を用いて議決権の分散を防ぐ方策を

実施することができる。また、公正証書遺言を活用し

て、経営者の死後、事業に必要な財産を後継者に取得

させることも可能である。事業承継計画を立てると実

権が奪われるというような理由で、事業承継計画の策

定を先延ばしすることは、有効性のない議論である。

ガイドラインでは、会社を取り巻く現状を把握の上

で、事業承継の方法に応じて事業承継計画を立案して

具体的対策を実行するというフローチャートを示して

いる（図表１参照）。

現状把握では、①経営資源の状況、②経営リスクの

状況、③経営者の所有資産・負債の状況、④後継者候

補の状況、⑤相続発生時に予想される問題点と解決方

法の有無の状況、を分析することとしている。

現状把握に基づいて事業承継計画の具体的な計画を

立案し、実行に移していく際に重要なことは、後継者

候補のほか、親族、幹部役員、取引金融機関、取引先

等の利害関係者との意思疎通を図ることである。利害

関係者の意見を聴取するとともに、経営者の意向や考

え方を説明し、理解を得ておくことが重要なポイント

となる。

相続に際しても、同様である。遺言の活用は相続紛争

の防止策として有効な対策の一つであるが、本人の意向

が相続関係者に事前に理解されており、その上で遺言が

あって初めて、相続がスムーズに行えるわけである。

事業承継の方法は、まず「親族内承継」か「親族

外承継」かに大別され、後者はさらに「従業員や外

部への承継（以下「ＭＢＯ」という）」と「Ｍ＆Ａ」

に分かれる。「親族外承継」が全体の４割程度の水準

に達しているとはいえ、依然として「親族内承継」

が６割強を占めており、最も一般的な承継方法であ

ることも事実である。「親族外承継」で実際にＭＢＯ

が成功する事例は少なく、大半はＭ＆Ａに流れてい

ると想定する。

具体的対策の実行�

１．   関係者の理解�
　①事業承継計画の公表�
　②経営体制の整備�
�
２．   後継者教育�
　①社内での教育�
　②社外教育・セミナー�

３．   株式・財産の分配�
　①株式保有状況の把握�
　②財産分配方針の決定�
　③生前贈与の検討�
　④遺言の活用�
　⑤会社法の活用�
　⑥その他手法の検討�

●
親
族
内
承
継�

１．   関係者の理解�
　①事業承継計画の公表�
　②現経営者の親族の理解�
　③経営体制の整備�
�
２．   後継者教育�
　①社内での教育�
　②社外教育・セミナー�

３．   株式・財産の分配�
　①後継者への経営権集中�
　②種類株式の活用�
　③MBOの検討�

４．   個人保証・担保の処理�

　
外
部
か
ら
の
雇
入
れ�

●
従
業
員
等
へ
の
承
継�

１．   Ｍ＆Aに関する理解�
２．  仲介機関への相談�
３．  会社売却価格の算定と会社の磨き上げ�
４．  Ｍ＆Aの実行�
３．  ポストＭ＆A

●
Ｍ
＆
A
�

①会社の現状（ヒト・モノ・カネ）�
②経営者自身の資産等の現状�
③後継者候補のリストアップ�

●現状の把握�

●承継の方法・後継者の確定�

事業承継計画の立案�

●事業承継計画の作成�

中長期の経営計画に、事業承継
の時期、具体的な対策を盛り込
んだもの�

（図表１） 事業承継フローチャート
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事業承継計画の作成は、①自社の現状分析、②今後

の環境変化の予測と対応策の検討、③事業の方向性の

検討、④中長期目標の設定、⑤事業承継に向けた課題

の整理、⑥事業承継計画の作成、というステップで進

めるが、①から④は会社の事業計画（経営計画）の作成

手順である。⑤と⑥で事業承継計画の具体的対策を作

成するのであるが、上記事業承継の方法によって取り

組むべき内容も異なってくる。これらは現経営者と後

継者とが共同で行うことで実行性が高まるといえる。

ガイドラインでは、事業承継計画の作成や事業承継

の方法別のチェックリスト、事業承継計画表のひな型

を公表しているので、これらを参考にして自社の事業

承継計画を作成していただきたい。

今般、公表された「事業承継税制」は正式には「取

引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」と

いい、平成21年税制改正で成立し、平成21年４月施行

予定であるが、後記 �の経営承継円滑化法の施行日

以後の相続・贈与等にさかのぼって適用される。

この事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課

税方式が、現行の遺産課税方式・遺産取得課税方式の

併用方式から遺産取得課税方式に改めることが検討さ

れる。現行方式では、遺産額及び法定相続人の数によ

って相続税の総額が決まり、相続人間でどのように遺

産を分割しようと相続税の総額に変化はない。これに

対して遺産取得課税方式は、各相続人ごとに各相続人

が相続した遺産を基に相続税を算定する方式であり、

各人が取得した遺産に応じて課税されることになる。

制度変更に伴って、相続人間の連帯納付義務も見直さ

れるものと期待される。

事業承継税制の概要は次のとおりである（図表２参照）。

� 非上場会社を経営していた被相続人から相続等

によりその会社の株式を取得し、その会社を経営

していく事業承継相続人は、納付すべき相続税額

のうち、相続等により取得した議決権株式等（会

●後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80％（発行済議決権株式総数の2/3が限度）に対応する相続
税の納税を猶予。�
●納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後株式保有を継続すれば、最終的に納税が免
除される。�

●会社の代表者であったこと�
●被相続人と同族関係者で発行済
株式総数の50％超の株式を保
有かつ同族内で筆頭株主であっ
た場合�

中小企業基本法の中小企業であること�

●会社の代表者であること�
●相続人と同族関係者で発行済株式総数の50％
超の株式を保有かつ同族内で筆頭株式となる
場合�

●5年間の事業継続。具体的には、�
　・代表者であること�
　・雇用の8割以上を維持�
　・相続した対象株式の継続保有　�

●死亡の時まで保有し続けた場合な
ど一定の場合に、猶予税額の納付
を免除�

株式の相続�

経済産業大臣によるチェック�（中小企業基本法における中小企業の定義）�

資本金� 従業員数�

製造業その他�

卸売業�

小売業�

サービス業�

3億円以下�

1億円以下�

5千万円以下�

300人以下�

100人以下�

50人以下�

100人以下�

5年間�

被相続人� 相続人�
（後継者）�

会社�

又は�

� 事業承継税制

（図表２） 事業承継税制の概要



8◆月刊不動産 2008.3

社の発行済議決権株式総数の３分の２を上限）に

係る課税価格の80％に対応する相続税の納税が猶

予される。なお、事業承継相続人及び被相続人は、

同族関係者と合わせて発行済株式数の過半数を保

有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であ

ること（被相続人にあっては「あったこと」）が必

要である。

� 納税猶予対象となる株式のみを相続するとした

場合の相続税額から、その株式の金額の20％相当

額の株式のみを相続するとした場合の相続税額を

控除した額が納税猶予額となる。

� 事業承継相続人が納税猶予対象株式を死亡の時

まで保有し続けた場合等一定の場合には、納税猶

予額が免除される。

� 事業承継相続人の納税猶予の条件は、相続税申

告期限から５年間にあっては、①代表者であるこ

と、②雇用の８割以上を維持すること、③相続し

た対象株式を継続して保有すること等である。こ

の条件に抵触した場合には、納税猶予額の全額

（５年経過後に納税猶予株式を譲渡等した場合に

は、納税猶予対象株式総数に対する譲渡株式総数

の割合に応じた納税猶予額）に相続税の申告期限

からの利子税を併せて納付しなければならない。

� 個人資産管理法人の利用による租税回避行為を

防止する措置が講じられる。

� 現行の「特定同族会社株式等に係る相続税の課

税価格の計算特例（10％評価減）」は、本制度の導

入とともに経過措置を講じた上で廃止される。

農地等の納税猶予制度に似た制度であるが、同制度

にある贈与税の納税猶予制度に触れられておらず、相

続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産につい

ても適用があるのか、個人資産管理法人の範囲はどこ

までか、組織再編行為をした場合はどうなるのか等未

定の部分が多く、平成21年税制改正大綱の発表に向け

て時間をかけて決まっていくものと考えられる。

正式名称は「中小企業における経営の承継の円滑化

に関する法律」といい、平成20年10月１日施行予定で

ある。

一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員の

合意及び所要の手続（経済産業大臣の確認、家庭裁判

所の許可）を経ることを前提に、以下の民法の特例の

適用を受けることができる。

� 後継者が生前に贈与を受けた株式について遺留

分算定の財産価額に算入しない。すなわち、生前

贈与株式を遺留分減殺請求の対象外とすることが

できる。

� � の同意が得られない場合、遺留分算定のた

めの財産価額に算入すべき価額を合意時における

価額とする。すなわち、生前贈与時の株価をもっ

て遺留分減殺請求額を計算し、その後相続開始時

までの贈与株式の株式価値上昇分については遺留

分減殺請求の対象としないことができる。

� 後継者又は後継者以外の推定相続人が贈与を受

けた株式以外の財産について、遺留分算定の財産

価額に算入しない。すなわち、株式以外の財産に

ついて�と同様に取り扱うことができる。

相続開始時の制度である前記�の「事業承継税制」

とは異なり、生前の株式贈与に関する特例制度である。

遺留分権利者全員の同意が必要である等ハードルが高

く、この制度が実際に活用される場面はそれほど多く

はないと考えられるが、この制度の施行に合わせて

「事業承継税制」の適用が開始される点に注目すべき

である。

�　経営承継円滑化法

●プロフィール●

玉越　賢治（たまこし　けんじ）

税理士法人タクトコンサルティング
代表社員　税理士　

昭和54年 関西大学経済学部卒業、商工中金、株式
会社リクルートを経て、平成６年 タクトコンサルテ
ィング入社。平成15年税理士法人タクトコンサルテ
ィング設立。相続・事業承継、M&A、組織再編成、
事業再生等に関する実務に携わる。
中小企業庁「事業承継協議会」委員、東京商工会

議所 Ｍ＆Ａアドバイザー、事業再生実務家協会「公
企業体再生委員会」委員、東京都中小企業再生支援
協議会 再生支援アドバイザーなども務める。
主な著書に、『税理士が知っておきたい相続の手

続・税務Q&A』(中央経済社)、『中小企業の事業承継
円滑化に向けて』(経済産業調査会)など。



【 特 集 2 】特集アーカイブス

住宅新報社 企画開発室

�　意義

第三者のためにする契約とは、契

約の当事者が、自己の名において結

んだ契約により、第三者に直接権利

を取得させることを内容とする契約

のことをいう。例えば、不動産の売

主Ａと買主Ｂとの間で、ＢがＡに対

して売買代金を支払う債務を負い、

Ａがその対価として不動産を移転す

る債務を直接Ｃに対して負担する場

合などである。この場合のＡを諾約

者（約束者）といい、Ｂを要約者

（受約者）といい、第三者であるＣ

を受益者という。

「第三者のためにする契約」は、

特殊な契約ではなく、基本契約であ

る売買契約などの一部（上の例では

不動産の移転）が、第三者の権利取

得に向けられているにすぎず、この

第三者に権利を取得させることに関

する部分を「第三者約款」という。

�　特色

「第三者のためにする契約」は、

特殊な契約ではなく、売買などの基

本となる契約の法律効果の一部を第

三者に帰属させるにすぎない。した

がって、①契約は要約者Ｂと諾約者

Ａが自己の名において行うのであ

り、Ｂが第三者Ｃの代理人となるの

ではない。②第三者Ｃは、諾約者Ａ

に対する「権利（所有権などの物権

でもよい）」を取得するのであり、

単に利益を得るだけではない。

�　成立要件

① 要約者Ｂと諾約者Ａとの間に

有効な契約（ex:売買）が成立し

なければならない。

② 直接第三者Ｃに権利（ex:所有

権）を取得させる趣旨が契約の

内容とされなければならない

（民法537条１項）。

③ 第三者Ｃは、必ずしも契約締

結の時に現存することを要しな

い（最判昭37.６.26）。胎児や成

立前の法人のためにする契約も

有効である。第三者はいまだ特

定していなくても、特定し得る

ものであれば有効である（大判

大７.11.５）。

はじめに

2005年の不動産登記法の改正に伴い、従来は可能であった中間省略登記についての取扱いに疑問が生じ

ていたが、この度、内閣府の規制改革会議と法務省との間で、「第三者のためにする契約」及び「買主の地

位の譲渡」による登記申請が可能であることが確認された。そこで、今後活用されることが期待される

「第三者のためにする契約」を用いた登記申請方式について、基本的な内容を整理するとともに、この方式

を用いた場合の契約内容等について検討してみたい。

「第三者のためにする契約」を用いた登記申請について
（中間省略登記問題）（2007年4月号）

弁護士 吉田 修平

�「第三者のためにする契約」
とは

月刊不動産2007年４月号から2008年２月号で掲載した特集を再編集したものです。�

総 集 編�

月刊不動産 2008.3 ◆ 9
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�　第三者の地位

第三者の権利は、債務者（諾約者）

に対して契約による利益を享受する

意思（受益の意思表示）を表示した

ときに発生する（民法537条２項）。

第三者ＣはＡＢ間の契約の当事者

ではない。

不動産の転売ケースについて、以

上にみてきた「第三者のためにする

契約」を用いることにより、どのよ

うにして登記申請を行うことができ

るようになったのか。

例えば、Ａ（売主）が所有してい

る不動産をＢ（買主）が買い、Ａに

代金を支払うが、不動産はＡから直

接Ｃ（第三者）に移転させるという

売買契約をＡＢ間で結び、不動産の

所有権と登記はＡからＣに移転させ

るというケースにおいて、Ａが諾約

者、Ｂが要約者、Ｃが受益者になる。

ＡＢ間の売買契約では、不動産の取

得者としてＣを指定し、また、Ｃが

不動産を取得する旨の「受益の意思

表示」を行うことにより、不動産の

所有権はＡから直接Ｃに移転するこ

とになる（第１図参照）。

そして、不動産の所有権がＡから

Ｃに移転するのであるから、登記も

ＡからＣに移転されることになり、

その旨の登記申請がなされることに

なるのである。

� 「中間省略登記」の典型例は、

売主のＡから買主のＢに不動産が

売られ、さらに、Ｂから転得者の

Ｃに不動産が転売された後、Ａか

らＣへの登記の移転を申請すると

いうものであった。この場合は、

不動産の所有権がＡ→Ｂ、Ｂ→Ｃ

へと移転しており、したがって、

登記をそれと異なる形でＡ→Ｃと

移転させることに対して法務省は

疑問を呈していた。すなわち、所

有権の移転ルートと登記の移転ル

ートが異なることになるからであ

る（第２図参照）。

これに対し、「第三者のために

する契約」方式による場合は、所

有権もＡ→Ｃと移転しており、か

つ、登記もＡ→Ｃと移転させるも

のであり、所有権の移転と登記の

移転が一致するため、法務省も異

論なく認めたのである。

なお、筆者は、いわゆる「中間省

略登記」の申請も過去の最高裁判

例が認めている以上、許されるべ

きであると考えているが、その点

は争いもあるのでしばらく置くも

のとしても、今回の「第三者のた

めにする契約」方式による登記申

請（及び「買主の地位の譲渡方式」）

は、民法理論その他において従来

から当然に可能であるとされてき

たものを再確認したにすぎない。

規制改革会議と法務省との間で

は、従来当然にできたものを、改

めて「当然できる」と確認したにす

ぎないとの整理がなされている。

すなわち、今回の「第三者のた

めにする契約」方式による登記申

請は何か特殊・特別なやり方が新

たに認められたというようなもの

ではなく、従来から認められてい

た普通のやり方が確認されたにす

ぎないものである。関係者各位

はこの点をしっかり銘記してい

ただきたい。

� また、「第三者のためにする

契約」の場合は、Ｂは不動産

（の所有権）を取得しないので

あるから、税務上、不動産取

得税を負担しなくてよい。こ

の点は大きなメリットである

と思われる（第１図参照）。

これに対し、いわゆる「中

間省略登記」の場合は、不動

産はＡ→Ｂ、Ｂ→Ｃと移転し、

Ｂも所有権を取得するのであ

るから、Ｃだけではなく、Ｂ

も不動産取得税を負担しなけ

ればならない（第２図参照）。

①売買契約（第三者のためにする契約） 
（売主） 
A

④登記の移転 

③所有権の移転 

（第三者） 
C ②受益の意思表示 

※不動産取得税�

（買主） 
B

売買契約 
所有権の移転 
登記の移転 

②転売 

①売買 

①’所有権の移転 

（売主） 
A

③登記の移転 

C 

②’所有権 
　　の移転 

※不動産取得税�

※不動産取得税�（買主） 
B

売買契約 
所有権の移転 
登記の移転 

�第三者のためにする契約方式
による登記申請について �いわゆる「中間省略登記」との

違いについて

（第１図）売買＋第三者のためにする契約

（第２図）いわゆる「中間省略登記」のケース



瑕疵担保履行確保法案が国会へ 売主に保険加入義務
（2007年4月号）

住宅新報社　企画開発室

■概要

新築住宅の売主や請負人は、10年

以内に瑕疵が見つかった場合は買主

に補償する義務がある。しかし2005

年11月に発覚した耐震偽装問題で

は、売主が経営破綻するなどして瑕

疵担保責任を全うすることができな

い事態が発生し、住宅購入者が極め

て不安定な状態におかれることとな

った。

そこで同法案では、売主や請負人

に賠償資力を確保させるための措置

として、売主や請負人に供託や保険

を義務付け、新築住宅の購入者等の

利益の保護を図ることとしている。

消費者側に直接の負担はないが、代

金などに上乗せされる可能性がある

とみられる。

供託では、供給業者の新築住宅の

供給戸数に応じて、供託所に保証金

を供託させる。供給業者が倒産した

ときなどには、積み立てられた供託

金から購入者に補償金が支払われる

仕組みになる。

一方、保険では、新たに創設され

る「住宅瑕疵担保責任保険法人」と

供給業者との間で契約し、通常は業

者が保険金を受けるが、業者が倒産

した時などには、購入者に直接保険

金が支払われる。供託と保険の併用

も可能となる。

業者が掛ける保険料については法

案では標準が示されていないので、

今後市場が決めることになるが、１

戸当たり５万～10万円程度の掛け捨

てになるとの見方が強い。資金力と

供給実績に応じて、供託か、保険か

の選択をすることになるが、大手は

供託金、中小が掛け捨ての保険金を

選択をするとの予測もある。

また、供給者と購入者などの間で、

保険契約にかかわる紛争が生じたと

きのために、国が指定した紛争処理

機関が、調停などの業務を行う。

■新築が対象

履行確保法案の対象となる瑕疵担

保責任は、新築住宅のみの措置で、

既存住宅は対象外となる。住宅品質

確保法（品確法）に基づいて新築住宅

の売主や請負人が負う10年の瑕疵担

保責任が対象。引き渡した住宅の構

造耐力上主要な部分と雨水の浸入を

防止する部分について適用になる。

新築住宅とは、新たに建設された住

宅で、まだ人の居住の用に供したこと

がないものをいい、工事完了の日から

１年を経過したものは除かれる。

■供託制度

履行確保法案では、品確法の瑕疵担

保責任の履行を確保させるため、新た

な供託制度として、宅建業者による

「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託と、

建設業者による「住宅建設瑕疵担保保

証金」の供託を定めている。

宅建業者・建設業者は、基準日（毎

年９月30日及び３月31日をいう。以

下同じ）において、その基準日前10

年間に売買契約・請負契約により引

き渡した新築住宅について、保証金

の供託をすることになる。ただし、

経過措置として、施行から10年間は、

施行日から基準日までの間に引き渡

した新築住宅について供託する。

供託する保証金の額は、基準日ま

での合計戸数に応じ、政令で定めら

れた金額を供託する。もっとも、政

令で定める金額については、履行確

保法案にそのおよその範囲が定めら

れている。例えば、10年間の合計戸

数が500～1,000戸の場合は１億4,000

万～１億8,000万円、5,000～１万戸の

場合は３億4,000万～４億4,000万円と

されている。供給戸数が多くなるほ

ど割安になる。

合計戸数の算定については、政令

により特例が認められる場合がある。

例えば、政令で定める一定床面積以

下の住宅について２戸を１戸と数え

る。また、共同売主など２以上の宅

建業者が買主と売買契約を締結した

場合で、買主に瑕疵担保責任の負担

割合を記載した書面を交付したとき

にも算定の特例が政令で認められる

方針だ。その他、政令で定める新築

住宅ならば、算定の特例が認められ

る余地がある。

耐震偽装事件を受けた最後の対応となる「特定住宅瑕疵
か し

担保責任の履行の確保等に関する法律案（以下、

履行確保法案）」が2007年３月６日閣議決定され、国会に提出された。公布の日から２年６カ月以内に施

行される。履行確保法案は、供託制度と保険制度を２本の柱として、住宅購入者などの利益を図るととも

に、保険契約に関する紛争処理体制も整備している。
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時代の変化と不動産コンサルティングの在り方
（2007年9月号）

ダンコンサルティング株式会社 代表取締役 塩見 哲
不動産コンサルタント 松岡 泰輔

2006、2007年（平成17年、18年）版

の土地白書では、不動産市場を取

り巻く社会経済状況の構造変化（２

ページ 図表２参照）として、①人

口構造（２ページ 図表１参照）、②

廃棄構造、③企業経営、④所有形

態、⑤グローバル化の５つを挙げ

ています。

不動産市場を取り巻く様々な社会

経済状況をみると、「不動産」という

資源（経営資源と社会資源）の在り

方が社会環境の変化とともに大きく

シフトしていることが分かります。

「いかに上手に活用するか」が最も

不動産価値を高めていく社会になり

だしているということです。

所有しているだけの不動産は、資

産ではなく負債になりかねません。

不動産価値を高めるには、経営セン

スのあるプロフェッショナルに依頼

するか、自身がプロフェッショナル

に変わるかのどちらかしかないこと

が分かります。

中小不動産会社のコンサルティン

グビジネスに対するアンケート調査

の結果を見ると、ほとんどの企業が

不動産コンサルティング業務を実施

している様子です。ところが内容を

詳しく見ると、「独立した業務とし

て有償で行っている」と回答した企

業の割合は10％程度のようです。つ

まり、日常の仲介・管理業務の付随

として正に無償のサービスとして行

っているのが現実です。

顧客の依頼レベルの向上に伴い、

結果としての相談業務は増している

ものの、事業としてのコンサルティ

ング業務にはつながっていない実態

が読み取れます。

ただ、「今後は報酬を取るように

したい」と意欲的な回答をした企業

も多く、そのためには土地の有効活

用や証券化などへの進出が不可欠と

の意見も出ています。

そもそもコンサルティングとは一

体何でしょうか。国語辞典には「専

門家の立場から相談に乗ったり指導

したりすること。また、企画・立案

を手伝うこと」と記されています。

これを不動産コンサルティングに

当てはめてみましょう。平成11年9

月に取りまとめられた「不動産コン

サルティング制度検討委員会報告

書」において、不動産コンサルティ

ング技能登録者が行う不動産コンサ

ルティング業務とは「依頼者との契

約に基づき、不動産に関する専門的

な知識・技能を活用し、公正かつ客

観的な立場から、不動産の利用、取

得、処分、管理、事業経営及び投資

等について、不動産の物件・市場等

の調査・分析等をもとに、依頼者が

最善の選択や意思決定を行えるよう

に企画、調整し、提案する業務」と

定義されています（傍線は筆者）。

ここで重要なことは、「誰のため

に」ということが明確に記されてい

る点にあります。「誰のために」と

は正しく「依頼者」のことであり、

不動産所有者、不動産購入予定者、

あるいは不動産売却予定者などをい

います。不動産コンサルタントに業

務を依頼する様々な個人・法人を指

しているわけです。

中小不動産会社が行う一般的な不

動産コンサルティング業務も不動産

コンサルティング技能登録者の行う

業務と全く同じスタンスといっても

よいでしょう。

不動産業者の視点�

不動産コンサルタントの視点�
�

この部分の調査はほぼ皆無�

不動産オーナーの想いや考え方から将来のヴィジョン、企業ならば、その会社の経営
理念を徹底的にヒアリングすることから始めます。次に世の中や社会の流れ、その
地域の人口動態の調査を行います。そして、その不動産の特性について調整・分
析を行い、その上で企画し提案を行います。�

不動産が持つ固有の特性のみを調査
し、自社商品の売り込みを目的とした
提案�

オーナー要因� 社会要因� 環境要因� 立地要因�

� 不動産市場を取り巻く環境

� 不動産コンサルティング
業務とは何か

（図表）不動産コンサルティングの考え方
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平成19年６月に発表された国土交

通省の資料によると、平成18年度中

に証券化された不動産資産額は約

7.8兆円で、平成17年度に比べ、約

13％伸びている（２ページ 図表３

参照）。

ただし、証券化の出口を迎えた案

件も増加してきており、リファイナ

ンス又は転売が、平成17年度で約1.2

兆円、平成18年度で約1.9兆円となっ

ている。Ｊリート物件もファンドか

らの転売が含まれているので、実際

のリファイナンス又は転売の額はこ

れよりも大きいと予想される。

スキーム別の実績では、 信託受益

権を有限会社・合同会社等を通じて

証券化する方法が最も多く、平成18

年度においては、４兆2,288億円で全

体の約54％を占めている。Ｊリート

は２兆312億円、SPCを含むTMKで

は、１兆3,869億円となっている。信

託受益権と実物の比率では、信託受

益権が約８割、実物が約２割となっ

ている（２ページ 図表４参照）。

平成18年度の用途別実績は、オフ

ィスが全体の30.8％で最も多いが、

住宅、商業施設を用途とするものが

増えてきている。また、「その他」

に分類した物件には、商業施設と住

宅若しくはオフィスを組み合わせた

複合施設が用途となっている物件も

多く含まれるようになってきてい

る。累計では、オフィスが約４割を

占める結果となっている（２ページ

図表５参照）。

開発中の物件を証券化・流

動化することで調達した資金

を当該物件の開発事業そのも

のに充当する、いわゆる開発

型の証券化については、平成

18年度は181件、約7,000億円

となり、平成13年度以降、着

実に増加している。

原保有者（オリジネータ）

が、自ら利用する不動産を証

券化し、引き続き賃借するリ

ースバック（サブリースを含

む）は、平成18年度は107件、

約4,700億円となり、前年度

からは減少する結果となって

いる。

またＪリートが取得した物件の所

在地について、各年度末の資産額

（取得価格ベース）を見ると、地方

圏でも着実に資産の取得が進んでい

るものの、平成18年度では、都心５

区（千代田区、中央区、港区、新宿

区、渋谷区）が約５割を、関東圏で

全体の75％近くを占めている。近畿

は14.1％、東海では4.1％となってお

り、関東圏への集中、都心部中心と

なっていることが分かる（２ページ

図表６参照）。

住宅新報社　企画開発室

平成18年度に証券化された不動産資産額は、約7.8兆円（前年度比プラス13％）といわれている。しかし、

その証券化不動産のほとんどは、東京を中心とする大都市圏で取引されているのが実情である。

2007年の都道府県地価調査（基準地価）では、東京圏の商業地が９割を超える地点で上昇した半面、地方

圏では住宅地・商業地とも８割以上の地点で下落した。このようななか、国土交通省では「地方における不

動産証券化市場活性化事業」と題し、ノウハウの蓄積や人材育成を目的に、学識経験者や実務家等を交え

たアドバイザリー会議が重ねられている。来年春ごろには報告書が提出される予定だ。

� 不動産証券化の実態 � 用途別実績の推移 � Ｊリート保有物件の推移

高度化する不動産業 ～地方における不動産証券化～
（2007年12月号）

日本ビルファンド投資法人が取得した虎ノ門琴平タワー（東京都港区）



不動産ニュービジネス最前線

リノベーションで価値向上
～蘇る中古マンション～ グローバルベイス（株）

新築マンションの供給に、デベロッパー、販売会社各社が苦戦する一方で、好調な動きを見せて

いるのが中古マンション市場だ。欧米に比べて中古物件に抵抗がみられた日本の市場で、なぜ注目

を集め出したのだろうか。中古マンションを再生し、付加価値の高い新たな住宅として供給するグ

ローバルベイス 茂木敬一郎社長に、中古物件の魅力と同社の取り組みを聞いた。
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①東京・南青山、築31年の物件。明るくて広々としたリビ
ングが実現した　②リノベーションによって水回りも一
新、洗練された空間に　③本社にあるモデルルーム

●中古マンションの魅力

2002年に設立したグローバルベイ
スの事業内容は、売買、仲介、土地
有効活用の企画、アドバイザリー業
務などだが、現在では、中古マンシ
ョンのリノベーション事業を主業務
としている。
「元来、日本は“新築至上主義”で
あったため、中古物件は築年数や建
物の良しあしに関係なく、あまり人
気が無かったのですが、最近は価値
観が多様化し、住まいに対する選択
肢も広がってきました。アメリカの
中古市場は日本の25倍といわれてい
ますが、日本でも住みやすさや物件
の価値を重視し、新築物件にこだわ
らない人が増える傾向にあります」
と、昨今の住宅購入者の価値観の変
化を語るのは同社の茂木社長だ。

さらに、中古物件には新築物件に
はない魅力があるという。“低価格”
と“立地の良さ”だ。中古であるため
新築に比べて、当然、価格を抑えら
れるのが最大のメリットだ。また、
新築で好立地の物件は数が少ない。
ところが中古であれは、駅の近くや
住環境の良い立地の既存ストックは
多い。こうした中古物件のメリット
を生かすことで、新築では手に入れ
ることが難しい、好立地、広さ、低
価格を実現することができる。
また、自由度の高い空間づくり

も、リノベーションの大きな魅力
だ。同社のリノベーションは、元々
あった内装や設備をすべて取り除い
て、いったんスケルトン状態にして
から、新たにインフィルを設

しつら

えてい
く。配管なども新しい設計にそぐわ
なければ作り替え、全く新しい空間
をつくり上げる。
「当社のリノベーションは、古くな
った部分を改修するリフォームとは
異なり、間取りや水回りまで、一から
新しい空間をつくり出すのが特徴で
す。建築、施工の業界も日進月歩で
進歩していますから、新築時よりも

高い水準で、住む人が使いやすい住
まいを実現できます」と、茂木社長。
設備などの機能を充実させ、デザ
イン性の高いオリジナリティーにあ
ふれた空間をつくることで、さらに
価値を高めるリノベーション物件。
立地環境や機能性、デザイン性など
にこだわりを持つ人たちを中心に、
人気が高まっているという。
「加えて、従来のスクラップ＆ビ
ルドの概念を覆し、既存の素材を生
かし、環境保全に配慮した住まいと
いう点でも、リノベーションのシェ
アは今後、広がっていくと考えられ
ます」（茂木社長）

●一貫して同じ営業社員が担当

同社の売上及び経常利益は、2002
年の設立以来、急速に伸びている
（下グラフ）。第６期となる2007年度
の経常利益の4.5億円（見込み）は、
前年度の5.7割増しという勢いだ。
こうした順調な伸びの理由のひと
つに、仕入れから販売まで同じ営業
社員が担当するという、同社の営業
手法が挙げられるだろう。販売価格
の算定を見据えた上で、購入検討物

第一期�
【平成14年度】�

第二期�
【平成15年度】�

第三期�
【平成16年度】�

第四期�
【平成17年度】�

第五期�
【平成18年度】�

第六期�
【平成19年度】�

売上と経常利益�
10億� 20億� 30億� 40億� 50億� 60億� 70億� 80億� 90億� （円）�

【売上】�

【経常利益】�

100億�

5千万�

5,600万円�
426千円�
2億3,200万円�
12,926千円�

17億円�
46,178万円�

36億6,900万円�
108,026千円�

85億円（見込）�
4.5億円（見込）�

63億900万円�
286,551千円�

1億�1億5千万�2億�2億5千万�3億�3億5千万�4億� 5億�4億5千万� （円）�

売上�

経常利益�
②

③

①

よみがえ
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（会社データ・概要）
社　　名／グローバルベイス（株）
所 在 地／東京都世田谷区
設　　立／2002年４月
代　　表／代表取締役　茂木 敬一郎
社 員 数／37人
事業内容／不動産の仲介・売買、土地・環境・

物件の基礎調査、アドバイザリー
業務、土地有効活用の企画・実施、
損害保険代理業

件を査定する。こうすることで、市
場での競争力の低い、価値の低い物
件を購入する失敗を回避できる。
「価値ある物件として、再度、市場
に出せるか」と、営業社員があらゆ
る条件を厳しい目で検討し、リノベ
ーションを成功させる物件だけを選
択するというのだ。また、最終的な
ビジョンを踏まえた見通しをきちん
と持っているので、途中経過での打
ち合わせ等も無駄がなくぶれない。
「既存のストックの中には、残念
ながら手を加えても価値の上がらな
い物件もあります。こうした中古物
件を低価格で購入する会社も見かけ
ますが、市場で勝てる物件にするこ
とは難しく、結局は売れ残ってしま
うということになるのではないでし
ょうか」と、購入物件査定の失敗を
茂木社長は指摘する。
さらに同じ営業社員が一貫して営
業を行うことによって、販売までの
時間が短いというメリットもある。
「販売をすべて仲介会社に任せて
いたら、これまでのような利益は得
られなかったと思います。当社では、
仲介会社に基本的にはお願いします
が、販売が長期化した場合、最終的
には自社の営業社員が販売にあたり
ます。自ら調達し完成まで携わって
きた営業社員が販売することで、格
段に時間は短縮されますね。販売に
時間が掛かれば、それだけリスクは
増えますが、当社の回転の早さは、
仲介会社の方もびっくりされるとこ
ろです」（茂木社長）
一貫した営業手法が、リノベーシ
ョン事業を成功させる要因になって
いるようだ。

●女性を起用し、使いやすさ追求

同社には現在、６人の建築担当が
いるが、全員女性だ。女性のほうが、
居住者の目線で住みやすい住まいを
つくれるというのが起用の理由だ。
「特に水回りの設計などは、生活
者として細かい判断のできる女性が
必要だと考えています。男性が設計
したものは女性から見ると、使い勝
手の悪いものになるようで、これは

男性ではどうにもかなわない分野で
す」（茂木社長）
等身大の実生活をイメージできる
女性が設計した空間は、実際にとて
も快適で使いやすい。トレンドの間
取りや設備を取り入れ、マーケティ
ング調査が示すデータを反映して
も、住む人が心地よく暮らせること
をイメージできなければ、意味がな
いだろう。同社の設計では、そこに
暮らす人が、「住みやすい」「使いや
すい」と感じられるよう、実生活に
即した女性の目を集結して、空間づ
くりに取り組んでいる。
「たとえ男性が住む住居であって
も、女性の目を通した快適性が必要
だと思います。女性の設計士を起用
し住みやすさを追求することで、女
性の購入者にも非常に満足していた
だいています」（茂木社長）

●“人”を核にした経営方針

同社は社内に、リノベーションの
一例としてモデルルームを展開して
いる。マンションギャラリーのよう
に丸ごと一住戸のモックアップで、
内装は生活がイメージできるよう、
インテリアから生活雑貨までスタイ
リングされている。改修前の中古マ
ンションではなかなか改修後の想像
がつかないことから、仲介会社や購
入検討者などにイメージしてもらう
のが目的だ。
「図面やCG画像だけでは、なかな
かイメージをつかむことは難しいの
ですが、モデルルームを体感するこ
とによって、リノベーション後の空
間が想像でき、リノベーションへの
理解を深めてもらうのに一役買って
います」（茂木社長）
これらの取り組みと並んで、同社
が最も力を入れているのは、人材の
育成と人間関係の構築だ。いずれも
“人”が重要だという。
人材育成について、とくに社内研
修などを設けているわけではない
が、普段の業務を通して、ていねい
に教育するよう心掛けているのだと
いう。その中身は、業務に関するこ
とから、対人マナー、仕事への姿勢

にまで及ぶ。
「現在の幹部にあたる人たちは、
私がマンションデベロッパーに勤務
していた時代の同僚や部下たちで、
私が独立するにあたり、賛同して付
いて来てくれた人たちです。こうし
た社員がおのずと後輩を育ててくれ
ているというわけです。また、我が
社は離職率が非常に低いのが自慢で
すね」（茂木社長）
社内の人材育成のほか、仲介会

社、施工会社、メーカーの人たちと
の人間関係も重視している。こうす
ることによって、相手から様々な面
で協力してもらえるのだという。仲
介会社からはリノベーションにふさ
わしい物件を探してもらい、購入検
討者に的確に説明してもらってい
る。施工会社には技術的な面で、メ
ーカーにはよりよい部材、設備の面
で協力してもらっている。関係づく
りに少し時間は掛かったというが、
コツコツと築き上げた信頼の基盤の
上に、こうした協力関係が成り立っ
ている。
社員、取引先、いずれも“人”を
大切にすることが、業績を伸ばして
きた大きな理由のようだ。今後、特
にシェアを開拓するといったことは
考えていないが、人を育て、取引先
との付き合いを大切にすることで、
価値のあるリノベーション物件を供
給していければというのが同社の考
えだ。
社名のGlob a l

B a s eに込めた、
「全体の基盤になる
ような、業界の目
標にされるような」
会社に育てたいと
茂木社長は語って
いる。 茂木社長
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�　贈与税の配偶者控除

�　暦年課税の贈与税とは

暦年課税の贈与税は、その年の１月１日か
ら12月31日の１年間に個人が受けた贈与について課税
されます。暦年単位の贈与税は、「（１年間に贈与によ
り取得した財産の価額の合計額－110万円）×税率－控
除額」という算式により計算します。
�　贈与税の配偶者控除　

暦年課税の贈与税の計算上、婚姻期間が20年以上の
夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得す
るための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円
のほかに最高2,000万円まで控除することができます。
これを贈与税の配偶者控除といいます。
�　特例を受けるための適用要件

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、次の
要件を満たすことが必要です。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われ
たこと
この場合の婚姻期間は「婚姻の届出のあった日か
ら贈与までの期間」により判定することになります。
このため、入籍していない期間は対象外となります。
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための
居住用不動産であること又は居住用不動産を取得
するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により
取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金
銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受け
た者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む
見込みであること

�　適用を受けるための手続

この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告期
限（贈与年の翌年3月15日）までに贈与税の期限内申告
書に次の書類を添付して提出することが必要です。
� 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後
に作成された戸籍謄本又は抄本
� 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後
に作成された戸籍の附票の写し

�　居住用不動産の登記事項証明書
� その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住
民票の写し
�　適用対象となる居住用不動産

�　適用条件

贈与税の配偶者控除の特例の対象となる居住用不動
産は、贈与を受けた夫や妻が居住用とする国内の家屋
又はその家屋の敷地（借地権を含む）であることが条件
です。なお、居住用不動産の価額は相続税評価額とさ
れ、家屋は固定資産税評価額、敷地は路線価等を基に
計算した価額により評価されます。
�　店舗併用住宅の取扱い

店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合は、居住用
部分から優先的に贈与を受けたものとして申告できま
す。また、居住用部分がおおむね90％以上の場合はす
べて居住用不動産として取り扱うことができます。
�　敷地のみの贈与

①　概要
居住用家屋とその敷地は、一括して贈与を受ける

必要はありません。したがって、居住用家屋だけや
居住用家屋の敷地だけの贈与を受けて、贈与税の配
偶者控除の適用を受けることが可能です
②　適用要件
居住用家屋の敷地だけの贈与を受ける場合には、

夫又は妻が居住用家屋を所有しているか、夫又は妻
と同居する親族が居住用家屋を所有していることが
必要です。具体的には、居住用家屋を所有してい
る妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合や、夫
婦と子が同居し、居住用家屋の所有者が子で敷地の
所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈
与を受ける場合が該当します。
�　注意点

贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に
一度しか適用を受けることができません。また、この
特例を利用して不動産の贈与を受ける場合には、不動
産の受贈者に対し贈与税とは別に登録免許税と不動産
取得税が課税されます。

「贈与税の配偶者控除」について

Q 贈与税の配偶者控除について教えてください。

A

税理士法人タクトコンサルティング　

情報企画室長 税理士 山
やま

崎
ざき
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先生
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海谷・江口・池田法律事務所　
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� 行方不明者への解除手続

� 解除の意思表示の到達

建物賃貸借契約を解除するには、契約を解
除する旨の意思表示をしなければなりませんが、意思
表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生
ずるものとされています（民法97条１項）。
建物の賃借人が行方不明の場合には、契約解除の意

思表示を到達させようにも、どこに意思表示をしてよ
いのかが分かりません。民法では、意思表示の相手方
の所在を知ることができないときには「公示の方法」
によって意思表示をすることができるとされています
（民法98条１項）。この方法は、相手方の所在が分から
ないことが要件ですので、まず、相手方の住所地に通
知しても所在不明で通知書が戻ってくることを証明す
るため、借家人の住所地に、滞納賃料を相当期間内に
支払うことを催告し、相当期間内に支払がない場合に
は賃貸借契約を解除する旨を記載した解除通知書を配
達証明付内容証明郵便で発送し、同内容証明郵便が所
在不明で戻ってきてから手続を行います。
� 「公示の方法」

公示の方法は、公示送達に関する民事訴訟法の規定
に従って、借家人の最後の住所地（当該賃貸建物の住
所地）を管轄する簡易裁判所に申立てをすることによ
って行います。
簡易裁判所に申し立てる際には、裁判所が本当に相

手方の住所が不明であるのかどうかを審査するために、
相手方の住民票又は不在籍証明書１通、契約解除の内
容証明郵便が所在不明で返却されたものの写し１通と、
相手方が所在不明であるか否かの賃貸人側の調査報告
書１通と、公示による意思表示を行うために、相手方
に対する契約解除の通知書の計３通を提出します。
簡易裁判所が審査の結果、相手方の所在が不明であ

ると認められたときは、簡易裁判所に提出した契約解
除の通知書が裁判所の掲示場に掲示され、かつ、その
掲示があったことを官報に少なくとも１回掲載するこ
とにより行いますが、裁判所が相当と認めるときは官
報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又は

これらに準ずる施設の掲示場に掲示することを命ずる
ことができます（民法98条２項）。
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又

はその掲載に代わる掲示を始めた日から２週間を経過
した日に相手方に到達したものとみなされます。これ
で賃貸借契約解除通知が相手方に到達したものという
ことになります。
� 行方不明者に対する明渡しの手続

� 建物明渡請求訴訟の提起

賃貸借契約が公示の方法により有効に解除された後
は、借家人に対する建物明渡請求訴訟を提起し、判決
を得て強制執行手続により賃貸建物の占有を回復する
ことになります。訴状には建物の明渡しと未払賃料の
支払を求める旨を記載します。
訴訟手続は訴状が相手方に到達しない限り開始する

ことができませんので、訴訟提起は公示送達の方法で
行うことになります。
� 公示送達手続

公示送達とは、送達を受けるべき者（行方不明の賃
借人）の住所、居所、送達すべき場所のいずれも不明
な場合に行われるものであり、送達すべき書類（建物
明渡等請求の訴状）を裁判所書記官が保管し、いつで
も送達を受けるべき者が出頭すれば交付する旨を裁判
所の掲示場に掲示することによって行われます。賃貸
人は、裁判所に対して、訴状とともに公示送達を求め
る申立てを行い、掲示がなされてから２週間を経過す
ることによってその効力を生じます（民事訴訟法112条
１項）。これにより訴状が相手方に到達したものとさ
れ、いよいよ訴訟手続が開始します。
�　公示送達効力発生後の口頭弁論期日

このようにして第１回の口頭弁論手続が開かれます
が、行方不明の相手方が出頭してくることはまれです。
相手方が欠席すると訴状に記載した内容はすべて自白
したものとみなされ、通常は２週間程度で建物明渡し
と未払賃料の支払を命ずる判決が下されます。
このように相手方が所在不明であっても、建物明渡

しの手続を行うことは可能です。

A

連絡の取れない借家人への解除手続

Q 滞納家賃が５か月にもなるため貸室に出向いたところ、電気は止められており
借家人の行方も不明となっていました。解除するにはどうすればよいでしょうか。
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Ｐ社に対し、損害賠償を請求することが可
能です。類似の事案において、不法行為責
任を認めた裁判例が公表されています（横

浜地裁平成18年２月１日判決、以下「横浜判決」とい
います）。
横浜判決の事案は次のとおりです。
Ｘ社が買い側、Ｙ社が売り側の業者です。Ｘ社が購

入希望者Ｚに物件を紹介し、案内をしました。Ｚは物
件を気に入って、Ｘ社に対し購入意思を伝え、申込書
を提出、Ｘ社とＹ社との間では契約内容も詰められま
した。ところがＸ社の担当者の対応に不満のあったＺ
は、Ｘ社を取引から排除しようと考え、Ｙ社に対して
仲介を依頼するとともに、Ｘ社に対しては、物件購入
を見合わせたいと伝えました。その後、Ｙ社だけの仲
介により、売買が成立しています。
裁判所は「Ｙ社は、Ｘ社が依頼者と媒介契約を締結

して物件の売買契約を仲介している事情を十分知り得
たのに、重大な過失により、Ｘ社に事情を確認するこ
となく、Ｚと媒介契約を締結して自己の媒介により物
件の売買契約を成立させた結果、Ｘ社の仲介を途中で
挫折させ、Ｘ社のＺに対する仲介報酬請求権を侵害し
たというべきであり、Ｙ社の行為は、自由競争の範囲
を大幅に逸脱し、取引上の信義則に著しく反するもの
であって、Ｘ社に対する不法行為を構成する」と判断
し、Ｘ社のＹ社に対する損害賠償請求を肯定しました。
また横浜判決では、Ｘ社のＺに対する報酬請求も認

められています。すなわち民法130条には、「条件が成
就することによって不利益を受ける当事者が、故意に
その条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件
が成就したものとみなすことができる」とされている
ところ、「Ｘ社の仲介活動によりまもなく売買契約が
成立する状態になったにもかかわらず、Ｘ社を排除し
てＹ社の仲介により物件の売買契約を成立させたとい
うことができ、故意にＸ社の仲介による物件の売買契
約の成立を妨げたものであるから、民法130条により
媒介契約上の報酬支払義務を負うというべきである」
とされました。

報酬金額については、「Ｙ社とＺとの間で締結され
た媒介契約の報酬が112万7,700円（売買価格の３パー
セントに６万円を加えた金額）とされていること、Ｚ
がＸ社に対し物件の売買契約を見合わせる旨伝えたの
が平成16年１月31日であり、その翌日にＸ社とＹ社と
の間で詰めたのと同内容の売買契約がＺと売主との間
で締結されていることを考慮すると、Ｘ社の仲介行為
に見合う相当な額は、Ｙ社の媒介契約の報酬と同額の
112万7,700円とするのが相当である」とされました。
ところで宅建業法上、業者は、宅地建物の売買の媒

介契約を締結したときは、遅滞なく、定められた事項
を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれ
を交付しなければならないと定められている（業法34
条の２第１項）にもかかわらず、Ｘ社は、Ｚとの媒介
契約書面を作成、交付していませんでした。
裁判でもこの点が問題となり、Ｘ社が媒介契約書を

作成しておらず、宅建業法の規定に違反していること
から、クリーンハンズの原則又は権利濫用の法理によ
り、仲介報酬を請求することはできないと主張されま
したが、判決では「不動産の媒介契約自体は口頭でも
成立し得ることは明らかであり、媒介契約書の作成が
ないことの一事をもって、仲介報酬を請求することが
できないということはない」とされ、業法違反があっ
ても、媒介報酬請求は否定されませんでした。
もっとも、業者が業法に違反してはならないことは

もちろんです。
国土交通省の作成した「宅地建物取引業者の違反行

為に対する監督処分の基準」（監督処分基準）によれ
ば、業法34条の２第１項の規定に違反して、媒介契約
の締結時に書面を交付しなかった場合には、原則とし
て、７日間の業務停止の行政処分を受けることになり
ます。
業者が買い側の依頼を受ける場合における媒介契約

書面の作成義務は、業法の中でも、必ずしも法令遵守
の意識が高くないところです。この機会に、媒介契約
書面の作成が業者の義務であることを、今一度見直し
ていただきたいと思います。

排除された業者の損害賠償請求

Q

A

当社が媒介業務を行い、契約内容もおよそ固まっていた売買契約について、依頼者が

無断で、業者Ｐ社と媒介契約を締結して売買を成立させ、Ｐ社に媒介報酬を支払って

しまいました。損害賠償を請求できるでしょうか。

山下・渡辺法律事務所　

弁護士　渡
わた

辺
なべ

晋
すすむ

先生
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宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のための
ハンドブックの配布について（

（

�全日本不動産協会、�全国宅地建物取引業協会連合会、�不動産協会、

�不動産流通経営協会、�日本住宅建設産業協会、�不動産流通近代化センター
連絡協議会構成団体

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が３月１日より施行されることを踏まえ、不動産業界におい

ても、業界全体の社会的責任の観点から、犯罪収益移転の排除を行っていくことを目的に、本会はじめ業界

各団体による連絡協議会が設置されました。

このたび、連絡協議会において、宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブックを製作い

たしましたので、本誌に同封し会員各位に配布しております。ご参照のうえ、法令遵守に努めていただきます

ようお願い申し上げます。

お 知 ら せ 2

定期借地権の設定による保証金の経済的利益の
課税に係る平成19年分の利率について（

（

定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金（賃借人がその返還請求権を有するも

のをいい、その名称のいかんを問わない）の経済的利益の所得税の課税に係る平成19年分の適正な利率につ

いては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとなる。

� 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充て

られている場合

両建ての経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、1.7％としても差し支えない。

� �の場合及び当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき

利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成19年分

については、1.7％となる。

（注）平成19年の10年長期国債の平均利率は、1.70％である。

なお、本会HP （http://www.zennichi.or.jp/）の会員専用ページにおきまして、以下の参考書類がダウンロード

可能ですので、ご利用ください。

国土交通省土地・水資源局

土地政策課土地市場企画室

お 知 ら せ 1

①　顧客向けリーフレット（リーフレット外面、リーフレット内面）

②　本人確認記録（様式例）

③　不動産の売買における疑わしい取引のチェックリスト

④　疑わしい取引の届出ガイドライン
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長崎県本部では、福利厚生の一環として、昨年

11月24日（土）ウオーキング会を開催しました。

長崎県は海岸線が複雑に入り組み、島々が点在

する地形で、会員の方に集まっていただくことが

難しい地域です。今回は、県の中央部に位置する

県立公園大崎半島キャンプ場（東彼杵郡川棚町）

を会場に選定し、会員の皆様に、半島を一周する

約５キロ（約90分）のコースにチャレンジしても

らいました。

幸い当日は好天に恵まれ、足取りも軽やかに、

汗を流して気分爽快！！　大村湾を見渡す公園か

らの景観も十分に楽しむことができました。

会員の方同士の交流が少ないため、また県内にこ

のような風光明
めい

媚
び

な場所があることをご存知ない方

のためにもと、企画してみました。参加者からは

「日頃歩かないが、よい運動になった」、「コースも整

備されて歩きやすく、汗を流してストレスも解消さ

れたようだ」といった声をいただきました。

歩いた後には、浜辺でバーベキュー。

和気あいあいと会食してもらい、消費し

たカロリー分を補ってもらいました。帰

りには温泉に入って、一日の疲れをとっ

ていただき、解散となりました。

この公園には、オートキャンプ場、宿

泊施設（国民宿舎くじゃく荘）や温泉施

設もあり、一日を家族で楽しく過ごすの

に最適です。また、車で20分くらいの

ところにハウステンボスもあり、行楽シーズンは多

くの観光客が訪れます。

全国の皆さん、長崎に来られる際は、ちょっと足

を延ばして立ち寄られてはいかがですか。

何か観光案内のようになりましたが、特別にご案

内したいぐらいの穴場施設です。

長崎県本部

海を見渡す半島で爽やかな汗を流そう
～親睦ウオーキング会開催～

さわ



1.弁済業務保証金の還付
（平成20年1月）

宅地建物取引業法第64条の8に基
づき、弁済業務保証金の還付手続を東
京法務局に行い、還付額を当該認証申
出者に返還した。

還付日 件数 還付額（円）

1月10日 5件 8,235,000

3.弁済業務保証金取戻し公告
（平成20年1月）

宅地建物取引業法第64条の11に
基づき、弁済業務保証金取戻し公告を
行った。

官報掲載日 掲載ナンバー 件数

1月15日 号外 5号 61件
1月29日 号外15号 57件　

2.弁済業務保証金の取戻し
（平成20年1月）

宅地建物取引業法第64条の11に基
づき、退会等の事由により社員の地位を
失った者に対する弁済業務保証金返還の
ため取戻し手続を東京法務局に行った。

取戻日 件数 取戻額（円）

1月10日 58件 29,400,000
1月23日 68件 39,000,000

◆保 証だより◆

審　査　結　果

認　　　　　　　　　　証 9社　　10件 34,168,000円

条件付認証　保留・再審査 2社　　 2件

否　　　　　　　　　　決 1社　　 1件

件　　数 金　　額

平 成 1 9 年 1 2 月 2 0 日
社団法人　不動産保証協会平成19年度　第8回弁済委員会審査結果

※印は、再審査案件である。
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※

整理番号 本 部 名 会　員　名 代　表　者 申出債権額
（単位：円）

弁済限度額
（単位：円）

認証
可否

弁済決定額
（単位：円） 備　　　　考

合　計 34,168,000

19－38 東京都 �千代田ハウジング 堀田　征造 6,949,020 9,750,000 認　証 6,000,000 

19－57 岡山県 マルヨシ不動産� 吉田　泰延 34,860,000 10,000,000 認　証　　10,000,000

19－61 京都府 �中央計画 武部　文昭 1,820,000 6,700,000 認　証　　 1,820,000

19－62

大阪府

�大正ホームサポート 古川　香緒利 1,000,000 10,000,000 認　証 500,000 

19－63 住友ハウジング 山本　隆治 2,000,000 2,000,000 認　証 2,000,000 

19－64 遠藤正工務店� 遠藤　正勝 5,800,000 10,000,000 認　証 5,800,000 

19－65
�三友ホーム 河嶋　昭治

110,000
1,289,640

認　証 110,000

19－66
東京都

303,000 認　証 303,000

19－67 �エスプラナード 澤田　正則 3,135,000 3,135,000 認　証 3,135,000 

18－74 �誠和不動産 岡本　清一 8,683,803 10,000,000 認　証 4,500,000 

原野商法の被害者（申出人）に対して、同土地の売却
と、より資産価値の高い土地への買換えを持ちかけ、
申出人から関係費用を騙取（へんしゅ）した事案

会員業者を通じて自己所有土地を売却しようとし
た申出人が、売却代金の一部を除き、同会員から
支払を受けることができなかった事案

会員業者から購入した新築土地付き建物に生じ
た瑕疵について、その履行を求めたが、同会員
が倒産してしまった事案

事業用土地を購入するための手付金を媒介会員業
者に渡した後、ローン不調により手付金の返還を
求めたが、同会員が返還に応じなかった事案

自宅の売却と買換え物件の斡旋（あっせん）を依頼した
申出人が同会員業者に手付金等を渡した後、契約が履行
されないまま、同会員業者の行方が不明となった事案

売主会員業者と締結した土地建物の売買契約の
履行過程で、当該土地の所有権が第三者に移転
登記され、履行が不能となった事案

媒介会員業者との合意解約に基づき賃借人（申出
人）が同会員に預けた入居時費用の返還を求めた
が、その一部が未返還となった事案

上記案件と同様の事案

自己所有物件の売却依頼を受けた会員業者が、申出
人に売却交渉預金や媒介報酬金を事前に要求し、支
払を受けておきながら、契約を履行しなかった事案

会員業者との間で取り交わした、同会員を通じて第
三者へ転売する、ないしは同会員が買い戻すとの特
約が履行されないとして当事者間で係争された事案



茨城県本部
１／４(金)・県庁・警察年始挨拶
１／11(金)・入会審査会［他22(火)］

・入会説明会［他22(火)］

栃木県本部
１／８(火)・組織委員会
１／10(木)・幹部会［他22(火)］
１／11(金)・入会説明会
１／15(火)・無料相談
１／16(水)・法定研修会

・新年賀詞交歓会
１／22(火)・財務委員会
１／23(水)・入会調査
１／29(火)・理事会

・研修会
１／30(水)・取引相談委員会

群馬県本部
１／７(月)・年始回礼
１／９(水)・無料相談［他23(水)］
１／18(金)・新年講演会

・新年賀詞交歓会
１／22(火)・流通広報・組織委員会
１／23(水)・取引相談・教育研修委員会
１／24(木)・総務・財務委員会

・役員面談
・資格審査・綱紀委員会

埼玉県本部
１／16(水)・流通推進委員会
１／21(月)・新年賀詞交歓会

・理事会
・役員研修会

１／22(火)・取引主任者講習会
・教育研修委員会

１／23(水)・ZeNNET研修会［他24(木)］
・総務委員会

１／31(木)・取引相談委員会

千葉県本部
１／11(金)・入会審査［他24(木)］
１／15(火)・通常理事会

・入会説明会［他21(月)、28(月)］
１／16(水)・税務相談
１／18(金)・総務委員会
１／24(木)・法定講習委員会

・教育研修委員会
・組織委員会

１／28(月)・無料相談
１／29(火)・福利厚生委員会

・広報委員会
・流通推進委員会
・改革検討委員会

１／30(水)・不動産学院設立準備委員会
１／31(木)・取引相談委員会

・企画委員会

東京都本部
１／８(火)・入会資格審査委員会［他21(月)］
１／９(水)・法律相談［他16(水)、23(水)］
１／10(木)・取引相談委員会 聴聞会［他24(木)、

31(木)］
１／11(金)・財務委員会

北海道本部
１／10(木)・広報委員会
１／18(金)・合同理事会

・新年賀詞交歓会
１／22(火)・全国不動産会議正副委員長会議

・流通センター運営委員会
１／23(水)・胆振地区部会新年交礼会
１／24(木)・臨時広報委員会
１／25(金)・函館支部新年交礼会
１／30(水)・業態別研修会

青森県本部
１／10(木)・支部市民相談［他17(木)、22(火)］
１／11(金)・理事会
１／25(金)・支部合同研修会

岩手県本部
１／９(水)・役員会
１／15(火)・無料相談

宮城県本部
１／９(水)・無料相談［他16(水)、23 (水)、

30(水)］
１／10(木)・年始回礼

・入会審査委員会［他31(木)］
１／15(火)・青年部役員会
１／16(水)・財務委員会
１／18(金)・理事会

・広報委員会
・新年賀詞交歓会

１／21(月)・入会促進に対する協力要請
１／22(火)・教育研修委員会
１／29(火)・青年部新春賀詞交歓会及び研修会
１／31(木)・総務委員会

秋田県本部
１／31(木)・役員会

山形県本部
１／７(月)・県庁・県警本部年始挨拶
１／10(木)・建築関連産業の中小企業の資金

繰り対策に関する情報の周知徹
底のための説明会

１／11(金)・組織委員会
１／16(水)・入会説明会
１／22(火)・財務委員会
１／30(水)・理事会

福島県本部
１／７(月)・支部新年会＆レディス会
１／８(火)・入会審査委員会［他10(木)、22(火)］
１／９(水)・郡山市教育課来訪(生涯学習フェ

スティバル説明)
１／18(金)・代表者変更面接・苦情処理
１／24(木)・地区新年会
１／28(木)・支部新年会
１／30(水)・財務委員会

１／15(火)・幹部会［他31(木)］
１／16(水)・入会説明会［他30(水)］
１／18(金)・取引相談委員会聴聞会・全体会議
１／21(月)・広報相談委員会

・流通推進委員会
・教育研修委員会

１／24(木)・取引主任者法定講習会
１／28(月)・組織・入会促進合同委員会
１／30(水)・自主規制委員会

神奈川県本部
１／７(月)・知事新年挨拶
１／11(金)・総務委員会

・理事会
１／22(火)・事務局(支部合同)職員研修会
１／23(水)・取引主任者法定講習会
１／24(木)・組織委員会
１／29(火)・広報委員会

山梨県本部
１／10(木)・理事会・資格審査委員会・合同役員会
１／15(火)・入会説明会
１／22(火)・新年賀詞交歓会
１／29(火)・役員会

新潟県本部
１／７(月)・新年回礼
１／９(水)・広報委員会
１／16(水)・ゼネット利用研修会

富山県本部
１／７(月)・新年挨拶廻り
１／８(火)・建築確認手続の円滑化の説明会
１／23(水)・取引・苦情処理合同委員会
１／24(木)・三役会

長野県本部
１／10(木)・研修会

・新年賀詞交歓会
１／28(月)・記念事業実行委員会

石川県本部
１／４(金)・新年挨拶廻り
１／10(木)・法定研修会

・新年賀詞交歓会
１／16(水)・理事会
１／22(火)・入会審査［他29(火)］

福井県本部
１／７(月)・倫理綱紀委員会
１／21(月)・広報流通・組織合同委員会
１／22(火)・総務・財務委員会
１／24(木)・理事会

岐阜県本部
１／21(月)・定例役員会

・研修会
・新年賀詞交歓会

静岡県本部
１／７(月)・関係官庁等挨拶廻り
１／９(水)・無料相談［他23(水)］
１／18(金)・総務・財務委員会正副委員長打合せ

北海道本部

栃木県本部

群馬県本部

埼玉県本部

千葉県本部

神奈川県本部

岩手県本部

青森県本部

宮城県本部

山形県本部

秋田県本部

東京都本部

新潟県本部

長野県本部

富山県本部

石川県本部

岐阜県本部

福井県本部

山梨県本部
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静岡県本部

茨城県本部

福島県本部



高知県本部
１／17(木)・不動産広告審査会
１／23(水)・無料相談

福岡県本部
１／７(月)・事務局会議
１／10(木)・三役会
１／11(金)・理事会
１／18(金)・組織広報委員会
１／22(火)・入会審査委員会

・研修会
・新年賀詞交歓会

１／24(木)・福祉表彰委員会
・総務委員会

１／30(水)・取引相談委員会

佐賀県本部
１／８(火)・理事会

・記念事業実行委員会［他23(水)］
１／21(月)・財務委員会

長崎県本部
１／９(水)・手付金保証・手付金保管・総務・

財務各委員会
１／17(木)・表彰・福利厚生・法務税制・求償・

資格審査・綱紀・取引相談各委員会
１／23(水)・広報・入会審査・流通推進・組織・

研修各委員会
・理事会

１／24(木)・県地域政策課とのUIターン促進
事業打合せ

熊本県本部
１／11(金)・入会審査
１／20(日)・無料相談
１／22(火)・理事会

・法定研修会
・新年賀詞交歓会

大分県本部
１／８(火)・新年挨拶
１／15(火)・不動産相談
１／28(月)・入会面接

宮崎県本部
１／７(月)・年始挨拶廻り
１／16(水)・研修会

・新年賀詞交歓会

鹿児島県本部
１／４(金)・三役会

・新年挨拶廻り
１／９(水)・取引相談委員会
１／19(土)・姶良会新年会

沖縄県本部
１／18(金)・流通委員会

・新年会

１／25(金)・MVC運営委員会
１／29(火)・地区委員会
１／30(水)・研修会

愛知県本部
１／10(木)・総務委員会
１／11(金)・中部・北陸地区協議会本部長会議
１／22(火)・理事会

・一般研修会
・新年賀詞交歓会

１／24(木)・県下統一研修会［他25(金)、28(月)、
29(火)、30(水)］

１／28(月)・資格審査委員会
・県本部移転準備委員会

三重県本部
１／11(金)・組織資格審査委員会
１／16(水)・教育研修委員会

・合同理事会
・研修会
・新年賀詞交歓会

滋賀県本部
１／４(金)・部落解放同盟新春旗びらき
１／22(火)・ホームページリニューアル検討会議
１／24(木)・部落解放研究実行委員会

京都府本部
１／７(月)・官庁挨拶廻り
１／15(火)・無料相談

・取引相談委員会
１／16(水)・パソコン研修会［他17(木)］
１／22(火)・入会審査会

・運営会議
・支部研修会・新年会

大阪府本部
１／７(月)・新年互礼会
１／10(木)・運営会議
１／15(火)・会員支援委員会
１／16(水)・入会申込締切

・無料相談
・新年賀詞交歓会

１／18(金)・入会審査会
１／21(月)・不動産学院開講式
１／22(火)・入会希望者研修会
１／23(水)・取引相談委員会
１／24(木)・理事会
１／29(火)・入会者実務研修会

・コスモス全体委員会
１／30(水)・認証上申審査会

兵庫県本部
１／７(月)・県庁他年始挨拶
１／８(火)・広報委員会

・綱紀委員会［他29(火)］
・総務委員会

１／17(木)・法定研修会［他22(火)、24(木)］
１／21(月)・ユースネット倶楽部委員会
１／22(火)・総務・財務委員長打合せ会議
１／23(水)・入会者実務研修会
１／29(火)・入会審査委員会

・本部長・副本部長・委員長連絡会議
・合同理事会
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奈良県本部
１／10(木)・無料取引相談［他24(木)］
１／16(水)・法定義務研修会
１／18(金)・県・住宅課賃貸促進意見交換会
１／22(火)・運営会議

・理事会
１／27(日)・なら安全安心住まいまちづくり

協議会イベント

和歌山県本部
１／７(月)・県名刺交換会
１／10(木)・県取引連絡会議
１／22(火)・理事会
１／24(木)・賃貸物件広告調査事前審査会
１／29(火)・事務所調査

鳥取県本部
１／８(火)・諸官庁挨拶廻り
１／23(水)・法定研修会

島根県本部
１／10(木)・改正建築基準法の円滑な施行に向

けた対策及び建築関連の中小企業
者対策に関する説明会［他11(金)］

１／15(火)・理事会

岡山県本部
１／28(月)・入会審査会

・新年賀詞交歓会

広島県本部
１／９(水)・事業委員会
１／10(木)・新春研修会・新年互礼会
１／22(火)・定例理事会
１／23(水)・新規入会者研修会
１／30(水)・綱紀委員会

山口県本部
１／25(金)・広報誌「全日やまぐち」発行

徳島県本部
１／４(金)・年始挨拶廻り
１／８(火)・教育研修委員会［他15(火)］
１／９(水)・無料相談［他24(木)、29(火)］
１／16(水)・徳島市企業誘致推進協議会
１／18(金)・研修会

・新年賀詞交歓会
１／25(金)・財務委員会
１／31(木)・入会審査会

香川県本部
１／４(金)・理事年始挨拶廻り
１／７(月)・無料相談［他21(月)］
１／18(金)・入会資格審査委員会・トラブルの

申立てによる査問委員会

愛媛県本部
１／７(月)・関係先年始挨拶廻り
１／11(金)・県本部会館問題検討・打合会
１／18(金)・第3四半期監査
１／21(月)・合同理事会
１／23(水)・法定研修会
１／25(金)・会館建設検討小委員会［他30(水)］

岡山県本部

山口県本部

広島県本部

徳島県本部

佐賀県本部

長崎県本部

熊本県本部

大分県本部

宮崎県本部

鹿児島県本部

沖縄県本部

大阪府本部

兵庫県本部

和歌山県本部

鳥取県本部

島根県本部

三重県本部

京都府本部

滋賀県本部

福岡県本部

高知県本部奈良県本部

香川県本部

愛媛県本部

愛知県本部
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平成20年1月新入会者名簿
神奈川県 川崎市 ㈱エムアイエス

横浜市 エスティア㈱
相模原市 ㈱アース・ビルド・プランニング
伊勢原市 スリーエム㈱
横浜市 ㈱ビーエル通商
横浜市 ㈱ライズ
横浜市 ジョーホーム㈱
横浜市 ㈱大庭商店

山梨県 山梨市 ㈱坂本組
北杜市 エステート雅晶

富山県 富山市 ㈱ジュープラス
石川県 白山市 八十八宅建

白山市 白山地所㈱
静岡県 浜松市 ワイズマネージメント㈱
三重県 津市 ㈱ライフプラン

津市 中一不動産㈱
京都府 京都市 ㈱京阪都市コーポレーション

京都市 ㈱オフィスオウモト
相楽郡 旭殖産
京都市 ㈲リライアンス
京都市 ㈲ゴールドオーシャン

大阪府 寝屋川市 ㈲五興地所
枚方市 ㈱コスモインターナショナル
阪南市 ㈱おれんじ
大阪市 ㈲鍵硝子建材店
東大阪市 鴻池駅前不動産
寝屋川市 ㈱Cor・rect
堺市 南海不動販売
大阪市 ランドスケープアーキテクチャー㈱
藤井寺市 ㈱ラビッツホーム
大阪市 ビル本舗
摂津市 New Life
大阪市 富士建設㈱
大阪市 ㈱らいふ不動産販売
東大阪市 日新住宅販売㈱
大阪市 ㈱グッドヒル
東大阪市 ㈱フリーアート・コーポレーション
大阪市 ㈱アーバンクレストジャパン
大阪市 ㈱ハウスエージェント

兵庫県 西宮市 芦屋西宮ハウジング㈱
神戸市 ㈱亜図夢
神戸市 ㈱YUI不動産管理
伊丹市 ㈱ワールド企画
加古川市 ㈱フジデン
姫路市 ㈱ブライス

奈良県 橿原市 三貴ホームサービス㈱
島根県 松江市 宅建ゆう
岡山県 岡山市 ㈱ARE
広島県 広島市 ㈲ナカモト建設

廿日市市 ㈲波鉄
安芸郡 �同アルトリア
福山市 ㈱サンシティ

愛媛県 宇和島市 篠ホーム
松山市 松末不動産

高知県 土佐市 タチバナ企画
宿毛市 宿毛地所
高知市 ㈲三急不動産管理

福岡県 糟屋郡 ㈲協和管理
福岡市 リーレックス㈱
福岡市 ㈱リグロス
福岡市 早急ホーム㈱

佐賀県 佐賀市 佐賀ハウジング㈱
長崎県 佐世保市 ㈲マーベラス・コーポレーション
熊本県 上益域郡 親和技建㈲

合志市 ㈱大商木材一級建築士事務所
鹿児島県 鹿児島市 ㈲魚牧
沖縄県 那覇市 那覇不動産販売

那覇市 ㈲安信サービス

北海道 札幌市 朝日建物㈲
札幌市 札幌建物サービス㈱
札幌市 ㈱北海道上毛
石狩市 ㈱中島測量設計
札幌市 ㈱荘園
札幌市 ㈲アスカ住販
北見市 ㈲三共アットホーム
帯広市 ㈲パール
札幌市 ㈱エステート221
札幌市 ㈱管理不動産
札幌市 ㈲プライムマネージメントサービス
函館市 ㈲堀内建設

宮城県 仙台市 ㈱トップクリーン
仙台市 ㈱ユーフォリア

福島県 郡山市 あつもり不動産
茨城県 神栖市 ダイイチ地所

つくば市 ㈱ライズクリエーション
栃木県 宇都宮市 ㈱ロベリアコーポレーション
埼玉県 川越市 ㈱富善

秩父市 ㈲アシストハウス
千葉県 千葉市 ㈱フレシール

船橋市 ㈱大和コーポレーション
千葉市 ㈱アクト シティ
鎌ヶ谷市 ㈱サンワ

東京都 中野区 ㈱エムテック
中央区 ㈱OTIS.MANAGEMENT
八王子市 ㈲ホームエステート
あきる野市 武田建設㈱
新宿区 互恵建設㈱
新宿区 ㈱WoI・Management
江戸川区 ㈱ワンピース
港区 ㈱プレミアム・アート
渋谷区 ㈱ライゾ・プロパティーズ
大田区 ㈱ハシモトハウス
大田区 ㈲かじまや
豊島区 ㈱ユナイテッドパートナーズ
練馬区 新ダイヤ商事㈱
港区 ジャパン・アセットコンサルティング㈱
新宿区 ㈱サンセイコーポレーション
新宿区 ㈲加川不動産鑑定所
中野区 ㈱ハイプロファイル
台東区 ㈱部屋市場
中央区 ビーシーコーポレーション㈱
港区 ㈱アビテ
大田区 アパマンコーポレーション㈱
杉並区 ㈲プレイン
足立区 ㈱アイプロ・ジアス
港区 ㈱キャピテクス
豊島区 ㈱東京エステートネット
渋谷区 ㈱エバーグリーンハウジング
千代田区 ㈱アントープリーズ
中央区 ㈱ローバース・コーポレーション
足立区 EKハウジング㈱
中央区 ㈱バリュアクティ
立川市 ㈱ハッピーステップ
八王子市 ㈱ランドイースト
港区 ㈱イーストエッジ・パートナーズ
渋谷区 ㈱悠悠
中央区 ㈱侑城
新宿区 ㈱ライブズ
大田区 ㈲サンライズ
港区 ㈱湘南ストアーズ・インベストメンツ

神奈川県 横浜市 かながわ建物保全㈱
座間市 ㈱NEOデザイン
川崎市 新城不動産㈱
横浜市 ㈱アクシス横浜
川崎市 ㈱アーバンリンク
横浜市 ㈲ティンバーテック

※都道府県ごとの入会順により掲載

都道府県 市町村 商 号 名 称 商 号 名 称都道府県 市町村
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1 月

全日・保証合同

（社）全日本不動産協会

（社）不動産保証協会

■組織委員会
日時 平成20年1月17日（木）

9時30分～12時30分
内容 1. 地方本部組織の充実強化に関する件

2. 会員増強に関する件
3. その他の件

■表彰選考委員会
日時 平成20年1月17日（木）

11時～13時
内容 1. 平成20年秋の叙勲・褒章候

補者推薦に関する件
2. 平成20年建設事業関係功労者
等表彰候補者推薦に関する件

3. 理事長表彰に関する件
4. その他の件

■役員研修会
日時 平成20年1月17日（木）

13時～14時
演題 当面の経済・金融の見通し
講師 折見世記氏（三菱UFJ証券・投資情

報部シニア投資ストラテジスト）

■新年賀詞交歓会
日時 平成20年1月17日（木）

14時30分～16時30分
場所 ホテルニューオータニ

■財務委員会
日時 平成20年1月18日（金）

11時～13時30分
内容 1. 支部会計の取扱いに関する件

2. 平成20年度事業計画・予算
（案）に関する件
3. 事務局研修会に関する件
4. その他の件

■広報委員会
日時 平成20年1月18日（金）

11時～14時
内容 1. 1月号の結果報告に関する件

2. 2月号の進捗状況に関する件
3. 3月号の編集計画（案）に関する件
4. その他の件

■綱紀委員会
日時 平成20年1月23日（水）

12時30分～16時
内容 1. 会費未納による会員除名申

請に関する件（保証）
2. 会員除名申請に関する件
3. 平成19年度事業実施報告に
関する件

4. 平成20年度事業計画・予算
（案）に関する件
5. その他の件

■会務運営会議
日時 平成20年1月23日（水）

14時～15時
内容 1. 会務運営に関する件

2. その他の件

■教育研修委員会
日時 平成20年1月29日（火）

15時～17時
内容 1. 平成19年度事業報告及び

予算執行状況に関する件
2. 平成20年度事業計画・予算
（案）に関する件
3. 第44回全国不動産会議・北
海道大会等に関する件

4. 信託受益権の研修に関する件
5. その他の件

■法務税制委員会
日時 平成20年1月18日（金）

10時30分～12時30分
内容 1. 平成19年度事業報告に関する件

2. 平成20年度事業計画・予算
（案）に関する件
3. 勉強会開催に関する件
4. その他の件

■全日共済会運営委員会
日時 平成20年1月24日（木）

14時～17時
内容 1. 平成20年度全日共済会事業計画

（案）・収支予算（案）に関する件
2. その他の件

■四国地区取引・苦情処理業務指導
者研修会
日時 平成20年1月11日（金）

13時30分～18時
内容 「高齢者を賃借人とする賃貸

借契約の留意点」
「高齢者の所有する不動産の
売買仲介（媒介）の留意点」
「建物賃貸借契約に関する最
新判例等の解説」

■弁済委員会
日時 平成20年1月24日（木）

12時～17時
内容 1. 認証案件審査に関する件

2. 訴訟係属案件に関する件

■求償業務研修会
日時 平成20年1月24日（木）

15時30分～17時
内容 本会が取得する求償債権の発

生する過程（当該求償債権及
び求償債務者等の性質）を把
握して、今後の求償業務を円
滑に行うための研修

■求償委員会・手付金保証業務、手付
金等保管業務合同委員会
日時 平成20年1月25日（金）

10時～13時
内容 1. 平成19年度事業報告（案）、収

支決算（案）及び平成20年度事
業計画（案）、収支予算（案）
に関する件

2. 求償実績、手付金保証・手付
金等保管制度の利用実績、
事業執行に関する件

3. その他の件



26◆月刊不動産 2008.3

（社）全日本不動産協会� （社）不動産保証協会�

の事務局日誌�
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17日(木) ・組織委員会
・表彰選考委員会
・役員研修会
・新年賀詞交歓会

18日(金) ・財務委員会　　　　　　　　　
・広報委員会　　　　　　　　　

23日(水) ・綱紀委員会
・会務運営会議　　　　　　　

29日(火) ・教育研修委員会

10日(木) ・４団体・４機構代表者会議

16日(水) ・賃貸不動産経営管理士移行
講習（東京）

18日(金) ・法務税制委員会

24日(木) ・全日共済会運営委員会
・情報インフラ整備検討委員会

25日(金) ・賃貸不動産経営管理士移行
講習（岡山）

29日(火) ・賃貸不動産経営管理士移行
講習（名古屋）
・人材育成検討委員会

10日(木) ・第1196回弁済業務保証金分担金供託
（主たる事務所78件、従たる事務所11件）
於東京法務局

11日(金) ・四国地区取引・苦情処理業務
指導者研修会

24日(木) ・第1197回弁済業務保証金分担金供託
（主たる事務所55件、従たる事務所11件）
於東京法務局

・弁済委員会
・求償業務研修会

25日(金) ・求償委員会・手付金保証業務、
手付金等保管業務合同委員会
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◎ご存じですか？　○手付金保証制度（1,000万円）

◎ご利用になっていますか？ ○手付金等保管制度

手付金保証業務委員会・手付金等保管業務委員会

では会員の皆さんに、両制度を身近にお役立て頂く

ためのPRに努めております。

より安全な、不動産取引のために両制度をご利用

ください。

�なお、詳しくは協会のホームページまたはパンフ
レットをご覧ください。

（申し込み時に、所属地方本部にて審査を行います。）

http://www.zennichi.or.jp

こ
の
ス
テ
ッ
カ
ー
が
目
印
で
す
。

お
客
様
も
安
心
！

安心と信頼のお手伝い！

会員各位 全日共済会からのお知らせ

公益社団法人制度改革と、保険業法改正に伴う経緯・対策

《現行保障先》 ①保険会社委託部分　　　団体定期保険　１年以内掛け捨て　　77歳まで加入
②ラビット共済部分　　　上記保険に付随する特約契約　　　　70歳まで加入
③自家共済で給付部分　　保険会社は引き受けない年齢　　　　78歳以上の方

平成18年４月１日の改正保険業法施行に伴い、共済会・互助会の団体は保険業法上「特定保険業者」に該当し、保険業法に基づく規
制の一部が適用となります。
全日共済会では、保険会社に委託している共済を除く自家共済の部分（78歳以上）が、平成22年４月に1,000名を超えると試算される

ため、平成21年度予算立案までに以後の対策を決定する必要があります。

全日共済会の対策

左記の施行日現在、自家共済794名であったため適用除外（※1）
（※1）平成18年4月1日以前から共済事業を営んでいる公益法人は適用除外（暫定措置）であった。

平成19年4月1日　●全日共済会規約の改正
①保険会社給付年齢上限を75歳から77歳に引上げ
②自家共済の適用年齢を78歳以上の会員とする（※2）
（理由：上記適用除外措置を継続するため）
（※2）平成19年11月に保険会社給付（75歳まで）を除く自家共済（76歳以上）の部分が1,000

名を超える見込みのため対象年齢を引き上げました。

公益社団法人としては、現状の共済事業は認められない、また平成22年4月
には自家共済（78歳以上）が1,000名を超えると試算されるため、平成21
年度予算立案までに次の①②③いずれかの対策を講じる必要がある。
①給付額上限10万円として継続
②共済事業の廃止
③「少額短期保険業者」を別途設立・登録

保険業法改正の内容

平成18年4月

経過措置期間

平成20年3月
平成20年4月

激変緩和
措置期間

平成26年3月

平成18年4月1日　●改正保険業法施行
平成18年9月30日までに　　
対象者1,000人以上「特定保険業者」届出　　　
対象者1,000人以下「少額短期保険業者」登録　

○「少額短期保険業者」登録要件
・資本金1,000万円以上の株式会社
・責任準備金１億円
・供託金1,000万円
・ 保険計理人雇用・全会員より告知書提出等

（以上暫定措置）

施行5年以内に制度の見直し

平成25年度　公益法人改革整備法により、適用
除外部分並びに暫定措置についても、保険業法
が全面適用となる。
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姉歯秀次元１級建築士が耐震偽装

した分譲マンション「グランドステ

ージ（ＧＳ）藤沢」（神奈川県藤沢市）

の管理組合は２月10日、建替決議を

可決。藤沢市役所内で記者会見を開

いた。

事業協力者は横浜市の㈱リッチラ

イフ（石田薫社長）。２年後の2010年

３月竣工を目指し、今年９月にも着

工する予定だ。管理組合の鈴木元生

代表は、「紆余
う よ

曲折はあったものの、

元の場所に戻れることが決まり、本

当にうれしい」と喜びを語った。

グランドステージ藤沢は、耐震強

度が基準の約15％しかなく、「震度

５弱程度で倒壊の危険がある」とし

て、藤沢市が４～10階部分（地上10

階・地下１階建て）を解体していたマ

ンション。総戸数は30戸だった。

今回の建て

替えにより、

地上13階地下

１階建て・総

戸数43戸の新

たなマンショ

ンとして生ま

れ変わる。も

ともと入居し

ていた17世帯

のうち、新た

なマンション

に移り住むの

は13世帯。それぞれに、105平方メー

トルのスペースが割り当てられる。

再入居者は、105平方メートルを

そのまま住居用とするか、リッチラ

イフ社が提供する賃貸併用プラン

「リッチライフプラン」とするかを

選択できる。105平方メー

トルを、25平方メートル

の賃貸部分と80平方メー

トルの自己居住用に分け

る同プランを採用すれば、

25平方メートルの賃貸収

入により1,500万円から

2,000万円とみられる追加

の建築資金をカバーでき

る試算だ。「最大の懸念だ

った２重ローンの問題を

一気に解決できる」（住民

の一人）プランとして住

民から支持を得た。現時点で、半分

程度の再入居者が同プランを希望し

ているという。

残りの30戸については、リッチラ

イフ社が同プランを織り込んだ企画

で分譲する。石田社長は、「正式に

事業協力者としての認定を受けた。

皆様のお役に立てるよう頑張ってい

きたい」と語った。

ヒューザーが分譲した物件で、行

政側が使用禁止命令（耐震基準が0.5

未満）を出していたマンションは11

棟。そのほとんどが耐震改修や建て

替えなど再建が進む中、実質的に最

後だった「藤沢」も、解決への一歩

を踏み出した格好だ。

（住宅新報2008年２月19日号掲載記

事に一部加筆し再編集した）

社団法人　全日本不動産協会
〒１０２-００９４ 東京都千代田区紀尾井町３-３０ 全日会館
TEL.０３-３２６３-７０３０（代） FAX.０３-３２３９-２１９８

社団法人　不動産保証協会
〒１０２-００９４ 東京都千代田区紀尾井町３-３０全日会館
TEL.０３-３２６３-７０５５（代） FAX.０３-３２３９-２１５９

発行所

http://www.zennichi.or.jp/ 会員の方は、会費に購読料が含まれています。 制作・（株）住宅新報社

本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

定
価
５
０
０
円（
本
体
価
格
４
７
６
円
）

発
行
所

社
団
法
人
　
全
日
本
不
動
産
協
会

発
行
人
　
川
口
　
貢

〒
１
０
２
‐
０
０
９
４
　
東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
３
‐
30

電
話（
０
３
）３
２
６
３
‐
７
０
３
０（
代
表
）

「ＧＳ藤沢」建替決議を可決
再建に向け新たな一歩、事業協力はリッチライフ社

再建プランについて説明する鈴木元生・管理組合代表（右）とリッチライフの
石田薫社長＝藤沢市役所で

倒壊の危険から上階部分が取り壊されている「GS藤沢」。２年
後の竣工を目指し、解体後９月から着工する


